　会議規定

　取締役会の決議事項（通常は業務執行委員会が毎週、定例で行われる。）

　1　決議事項

　　・株主総会に関する事項

　　　株主総会の招集および提出書類ならびに付議議案等の決定

　　・経営運営上の基本的事項の決定

　　　経営ならびに各業務（販売、制作、企画、広報、管理等）の基本方針の決定

　　・重要人事の決定

　　　役員の選任、解任、役員の報酬、賞与、退職金等の決定

　　・組織および重要諸規定の制定、改廃

　　・重要固定資産の得喪、処分

　　・資金調達に関する事項

　　　新株の発行、株式の分割、長期資金の借入、抵当権、質権の設定等

　　・利益処分に関する事項

　　・その他経営上の重要事項

　2　承認事項

　　・全般的な経営方針および計画

　　・総合予算案の編成

　　・幹部の任免、配置、昇給、賞与、退職金、賞罰等

　　・取締役会規則および経営運営上重要な諸規定の制定、改廃

　　・具体的な執行方針と基本方針との間に調整を要する必要のある事項

　　・その他経営上の重要事項

　3　報告事項

　　・取締役会で決定された事項の実施の経過およびその結果

　　・幹部の人事に関する事項

　　・その他経営上必要と認められる事項
